
平成 27年（ハ）第 114号　慰謝料請求事件

原告             被告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  2015年 3月 19日

　　原告準備書面 １

被告巫の答弁書・準備書面１、と題した書面の認否、反論・主張趣旨が判然としない。

おそらく全面否認・不知であり、争う姿勢と思料するが、迅速な裁判と効率から原告は

法律上の争訟、及び主張として、以下の三点に争点整理をして訴訟提起をした。

１　争点A　虚偽表示・不当表示

２　争点 B　共同不法行為に基づく名誉毀損・侮辱罪・威力業務妨害

３　争点 C　プロバイダ責任制限法違反

これに対して被告巫は、この三点の争点提起を無視する、争点暈かしを狙った以下の

僅か４行で片付けている、不誠実極まりなく、事件屋ならではの被告巫の所為である。

１－１　被告巫の反論に対する、原告の反論と主張

１



被告巫の言わんとするところ、被告巫と被告吉田の前訴事件と、本訴訟の請求趣旨は

同一内容だから、訴訟要件の訴えの利益がなく棄却されるべきだ、これが双方被告の

反論の骨子であると思料する。

本訴訟の主張立証の趣旨は、被告巫と被告吉田が共謀する虚偽申告・偽証から前訴

判決の不当取得をした、前訴提訴後の係争中に為された権利侵害を提訴した、この

趣旨で提訴して補正命令もなく、訴えの利益はあると訴状審査で認められている。

１－２　被告巫の反論に対する、原告の反論と主張

２



①の項に対する反論

　被告巫との前訴事件とは、請求原因・趣旨が異なる別事件訴訟である、前訴事件

　は平成 25 年 12 月 27 日の提起であり、原告の争点は以下の三点である。

　この掲示板とは巫が管理するデタラメ判決を正す掲示板をいう。

　被告吉田への前訴事件の訴訟提起は、被告巫に先立つこと一ヶ月前の同年 11 月

　29 日である、

　被告双方が共謀して、原告提起の訴訟妨害を目的とした、訴外・小川達夫を掲示板

　管理者とする週刊相場情報掲示板（以下、小川掲示板という）を開設した。

　これが本訴訟の主たる訴訟目的であり、真相の解明と責任の所在を求めての提訴で

　ある。

　被告巫は、逃げることなくこの争点 A・B・C に対して反論・主張をされたい。　

②の項に対する反論・主張

　小川掲示板の登録・管理者が、被告巫であるか被告吉田であるかと断定する根拠

　は訴状の３頁、上段から９行目の前訴被告巫の答弁書の記載から推知した。

　小川掲示板の開設時期、及び被告吉田に専用掲示板の提供を申出ている、イン

　ターネット初心者である吉田が、これを小川掲示板として、原告への訴訟妨害・誹謗

　中傷目的に流用している、この事実確認としての本訴訟であり、この疑惑を争点A
　Cを挙げているのある。

３



③の項に対する反論・主張

　小川掲示板への被告吉田の投稿記事が損害を及ぼす事実とは、争点 B で論述し

　ている。

　被告巫は、民事訴訟と刑事訴訟の違いを理解していない、民事裁判とは、権利の発

　生・障害・消滅の法律効果を組み合わせた請求趣旨に対して、相手の反証・反論に

　よって、裁判所の判断が形成される。

　被告巫は、先ずに請求原因・趣旨であるところの、争点 A・B・C に対して認否をせよ。

　小川掲示板が被告巫には何ら関係がなく、訴訟の濫用であるなら反訴なりをせよ。　



小川掲示板の登録者・管理者の開示を求めて原告は、昨年と本年の二度に亘り当該

プロバイダーのＧＭＯ社に開示請求申立をした。

しかしＧＭＯ社は、不開示の理由として「権利が侵害されたことが明らか」でないとして

拒否された、これは原告のスタンスに基づく請求であり、これを被告巫が牽強付会する

のは悪あがきに見える、ここで被告巫は、全く小川掲示板には関与していないと言い

切れるか、いずれ真相が解る事案だが、そのときに悔いても時遅しである。

被告巫は、「巫は同掲示板の管理人ではなく」　とあるが、原告は、巫は掲示板の登録

者であり、被告吉田に、この掲示板を提供したのではないかと争点提起している。

何故に、「登録者・管理人でなく」としないのか、ここに真相が隠されていると思料する。

②の項にある、訴外小川達夫の主催する「週刊相場情報掲示板」　この主催者である

小川本人が、掲示板のサービス停止・消去を求めて、警視庁サイバー犯罪課・千葉県

警に出向いて昨年の４月から相談をしている。

小川は、 週刊相場情報掲示板は他者が登録して、この操作・管理する立場になく、ま

た能力もない、相場情報の提供という趣旨に反した吉田のみの投稿に、掲示板管理

者責任を追及される恐れから困窮している。

そして小川は、掲示板の登録者・管理者は、吉田ないし巫であると明言した、これが本

訴訟提起のトリガーとなった、法律云々の前に社会常識・通念上に於いても、自己名

義の掲示板を強要されて、この返上すら適わないとは犯罪性をも疑う事案である。

結語

　

平成２６年（ハ）第 1153号事件と並行審理される本件は、共に前訴提起後の係争中に

起きた被告らからの権利侵害であり、同じ案件の蒸し返しなる主張は失当である。

また、前訴で被告らは虚偽申告・偽証をしており、この結果として判決の不当取得をし

たのである。

被告吉田に於かれては、未だ答弁書の提出がされていない、両被告の認否・主張の

違いを求めて、共同不法行為に基づく慰謝料請求である。

プロバイダ責任制限法に基づく週刊相場情報掲示板の管理者責任追及である、登録

者・管理者は誰なのか、この単純明快な解明にある。

被告巫がこれに否認をすれば被告吉田の認否に真実があり、また掲示板の名義上

の管理者・小川を証人尋問すれば済む、更に巫に於いては反訴するも佳きかな。

以上

証拠方法

甲第１号証から、甲第８号証まで提出する。


